
  

                           

 

 

 

ご入学、ご進級おめでとうございます。 

新しい一年が始まりました。新たな環境、新しい友達に囲まれ

て期待がふくらむ一方、少し不安を感じているかもしれませんが、

これから出会うたくさんの出来事がお子さんを大きく成長させて

くれることと思います。これからの充実した１年を心や体の健康

面でサポートしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

定期健康診断等の予定 

定期健康診断は４月から６月まで続きます。ご協力をお願いします。 
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横浜市立下和泉小学校 

       保健室 

通常は A４ですが、今回は A３の形状で配布させていただきます。 



定期健康診断について 
 目的：発育や健康状態を把握し、健康の保持増進への意識を高めるために４～６月に行いま

す。確定診断を行うものではなく、「健康か、病気や異常の疑いがあるか」という視点で行

うスクリーニングです。病気や異常の疑いがある場合は医療機関への受診をおすすめします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 その他 

・発育測定：身長と体重を測ります。当日、頭の上で髪の毛を結ぶことは避けてください。 

・聴力検査：学校では１０００ヘルツで３０デシベル・４０００ヘルツで２５デシベルの２種  

類の音がきこえているかどうかを検査します。きこえにくい場合には再検査を行い、

同様であれば、受診のおすすめを渡します。 

・視力検査：1.0  0.7  0.3の視標で片眼ずつ検査します。 

1.0が見えない場合は「受診のおすすめ」をお渡しします。 

メガネを使っている場合は持ってきてください。 

・心電図検査：１年生が対象です。昨年度の未実施者も対象になります。 

・尿検査：５月２９日（水）に容器と尿検査のお知らせを渡します。 

 尿回収日：５月３０日（木） 

・耳鼻科検診：１.４年生は全員行いますが、他の学年は希望者のみ行います。（保健調査票より抽出） 

・内科検診：心臓の音を聞いたり、皮膚や胸郭の状態を見たりする他に、背骨の状態なども見ていま

す。そのため、基本的には上半身を脱いで行うことになっています。 

        ただし、発達段階等に合わせた児童のプライバシーへの配慮と正確な検診の実施、ど 

ちらも大切なことですので、肌着を脱ぐことが難しい場合は検診に支障のない範囲で 

着衣の状態で検診を行うこととします。ご家庭からのご連絡がない場合は上半身脱衣 

で行わせていただきます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
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〇健康観察のお願い 

・１日の始まりの朝、元気で学校生活を送ることができるかどうか、登校前の健康観察をよろし

くお願いします。体調がいつもとちがう状態の時は無理をせず、ご家庭で様子をみてください。 

 

・今年度より、連絡ツール「すぐーる」にて欠席・遅刻・早退の連絡を学校にお知らせください。 

朝８時１５分までに入力をお願いいたします。欠席や遅刻、早退といった種別や、理由

やお子さんの状態 （体温、症状、診断名等）も備考欄にご入力をお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



〇日本スポーツ振興センターについて 
 学校の管理下でけがをして、医療機関の診療を受けた場合、日本スポーツ振興センターか

ら医療費が給付されます。共済掛金は児童一人につき、年額４６０円です。（９２０円のと

ころ４６０円を横浜市が補助）お子さんが学校でけがをして受診した場合は、学級担任また

は養護教諭までご連絡ください。給付請求の手続きについて説明させていただきます。 

〇学校感染症について 
 医療機関で、学校感染症と診断を受けましたら、学校に連絡をしてください。「出席停止」と言

う扱いになり、欠席にはなりません。 

＊「学校感染症と出席停止期間の基準」を載せます。お読みください。    

 

<学校感染症と出席停止期間の基準> 
第

一

種 

エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱  

痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ

病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 

重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイ

ルス属SARS コロナウイルスであるものに

限る。） 

中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ 

 

 

 

治癒するまで 

第

二 

インフルエンザ 

〈鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を除く〉 

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日

を経過するまで 

種 百日咳 特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗

菌性物質製剤による治療が終了するまで 

 麻しん 解熱した後３日を経過するまで    

 流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後

５日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 

風しん 発しんが消失するまで           

 水痘 すべての発しんが痂皮化するまで    

 咽頭結膜熱 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

 結核 感染のおそれがなくなるまで           

 髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがなくなるまで           

第

三

種 

腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎  

急性出血性結膜炎 コレラ 細菌性赤痢 

腸チフス パラチフス  その他の感染症 

 

 感染のおそれがなくなるまで 

 

   

 

よろしくお願いします。 
   養護教諭の小袋麻美子です。 

   今年度も、みなさんが心も体も元気に過ごすことができるよう保健室から 

お手伝いをしていきます。よろしくお願いいたします。 



 


